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（
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
総
合
こ
ど
も
園
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
七
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
総
合
こ
ど
も
園
法
の
施
行
に
伴
い
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
及
び
児
童
福
祉
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
衆
議
院
に
お
い
て
次
の
内
容
に
全
面
修
正
さ
れ
た
。

一
、
法
律
名
の
修
正

法
律
名
を
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
。

二
、
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正

１

小
規
模
保
育
事
業
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
、
事
業
所
内
保
育
事
業
、
病
児
保
育
事
業
及
び
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事

業
を
定
義
す
る
。

２

市
町
村
は
、
保
育
を
必
要
と
す
る
児
童
を
保
育
所
に
お
い
て
保
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
当
該
児
童
に
対
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し
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
り
、
必
要
な
保
育
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
保
育
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
が
不
足
し
、
又
は
不
足
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
利
用
に
つ
い
て
調
整
及
び
要
請
を
行

う
も
の
と
す
る
。

３

市
町
村
は
、
優
先
的
に
保
育
を
行
う
必
要
が
あ
る
児
童
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
保
育
所
若
し
く
は

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
こ
と
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
を
受
け
る
こ
と
の
申

込
み
を
勧
奨
し
、
及
び
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
勧
奨
及
び
支
援
を
行
っ
て

も
、
な
お
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
児
童
を
当
該
市
町

村
の
設
置
す
る
保
育
所
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
さ
せ
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る

保
育
所
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
を
委
託
し
て
、
保
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

市
町
村
は
、
３
に
定
め
る
ほ
か
、
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
が
、
あ
っ
せ
ん
又
は
要
請
そ
の
他
市
町
村
に
よ
る

支
援
等
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
乳
児
・
幼
児
を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
保
育
所
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
所
さ
せ
て
保
育
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を
行
う
こ
と
、
当
該
乳
児
・
幼
児
に
対
し
て
当
該
市
町
村
が
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
を
行
う
こ
と
等
の
措

置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

保
育
所
の
設
置
者
等
が
、
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者
か
ら
、
善
良
な
管
理
者
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
、
当
該
保
護
者

が
当
該
保
育
所
等
に
支
払
う
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
努
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
当

該
保
護
者
が
当
該
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
に
支
障
が
生

じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
市
町
村
が
当
該
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
を
確
保
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該
設
置
者
等
の
請
求
に
基
づ
き
、
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

６

市
町
村
は
、
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
に
対
し
、
必
要
な
保
育
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
保
育
所
等
の
整
備
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
改
正

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
員
の
免
許
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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１

地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
権
限
に
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
の
長
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
教
育
委
員
会
か
ら
の
意
見
の
聴
取
等
、
教
育
委
員

会
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正

、

、

。

１

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

内
閣
府
に
審
議
会
等
と
し
て

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
を
置
く

２

内
閣
府
の
所
掌
事
務
に
、
子
ど
も
及
び
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
者
に
必
要
な
支
援
を
す
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策
並

び
に
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
関
す
る
事
項
等
を
規
定
す
る
。

３

２
の
事
務
を
所
掌
す
る
特
命
担
当
大
臣
を
置
く
。

４

内
閣
府
に
特
別
の
機
関
と
し
て
、
２
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
を
置
く
。

六
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等

二
か
ら
五
の
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


